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1章 本システムの概要について 

1.1 システムの概要・注意点 

本システム(川崎市建築関連情報等ＷＥＢ閲覧システム)は e-KAWASAKI(オンライン手続かわさき）より「建

築関連情報等 WEB 閲覧システム 利用者登録申請」を行った後に申請者 ID(メールアドレス)からログインする

ことにより以下の建築関連情報等を検索・閲覧することが可能です。 

 

・建築計画概要書(地図より検索) 

・開発登録簿(地図より検索) 

・定期報告概要書(台帳情報より検索) 

 

システム利用可能時間は 7:00～24:00 となっています。また、情報の閲覧について 1 日あたりの閲覧回数に

制限があり、各情報ごとに以下のとおりとなります。 

 

・建築計画概要書 (1 日あたり 50 回まで閲覧可能) 

・開発登録簿 (1 日あたり 50 回まで閲覧可能) 

・定期報告概要書 (1 日あたり 50 回まで閲覧可能) 

   

本システム利用にあたり、登録メールアドレスに「info@kenchikujoho.city.kawasaki.jp」からメールを送

信しますので、メールの受信制限等をしている場合は「@kenchikujoho.city.kawasaki.jp」からのメール受信

を許可してください。 

 

 

  



1 章 本システムの概要について 

 

 
 

2 

 

1.2 動作環境 

1.2.1 ブラウザ 

◼ Microsoft Edge 最新版 

◼ Google Chrome 最新版 

◼ Mozilla Firefox 最新版 

◼ Apple Safari 最新版 

 

1.2.2 画面解像度 

◼ 1024x657 pixel 以上 

 

1.2.3 スマートフォン 

◼ iOS 最新版 

◼ Android 最新版 

 

1.3 制限事項 

◼ ブラウザの「JavaScript」機能が有効になっていない場合、本システムは動作しません。 

◼ ブラウザの「Cookie」機能が有効になっていない場合、一部機能が利用できません。(ブラウザの

標準設定によるご利用を推奨します) 
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2章 利用に関わる申請について 

2.1 申請者 ID(メールアドレス)のアカウント発行申請について 

当システムの利用登録は e-KAWASAKI の「建築関連情報等 WEB 閲覧システム 申請者登録申請」ページから行い

ます。e-KAWASAKI の登録を行っていない場合は、まずは e-KAWASAKI の申請者登録を行ってください。 

※当手順は e-KAWASAKI 登録済みの前提で手順を記載いたします。 

 

 

① ポータルページの「新規登録はこちら」をクリックします。 
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② e-KAWASAKI の「建築関連情報等 WEB 閲覧システム 申請者登録申請」ページが表示されるので、当ページ

で申請を行ってください。 

③ 申 請 後 、 川 崎 市 側 で 手 続 き が 完 了 す る と 川 崎 市 建 築 関 連 情 報 等 Ｗ Ｅ Ｂ 閲 覧 シ ス テ ム

(info@kenchikujoho.city.kawasaki.jp)より登録完了と仮パスワードの通知メールが送信されますの

で、本システムを利用開始してください。また、e-KAWASAKI からも登録完了の旨のメールが送信されま

す。 

※申請いただいた内容について、川崎市で審査を行います。審査には一定のお時間がかかりますので、余裕を

持って申請を行うようにしてください。 

※e-KAWASAKI による申請方法の詳細は川崎市 HP をご確認ください。 
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2.2 申請者 ID(メールアドレス)のアカウント変更申請について 

当システムの利用登録後、申請者 ID(メールアドレス)を変更する場合は、まずは e-KAWASAKI の登録メールアド

レスを変更する必要があります。その後、「建築関連情報等 WEB 閲覧システム 申請者 ID（メールアドレス）変更

申請」ページから行います。e-KAWASAKI の登録メールアドレスの変更を行っていない場合は、まずは e-KAWASAKI

のメールアドレス変更を行ってください。 

※当手順は e-KAWASAKI のメールアドレスを変更済みの前提で手順を記載いたします。 

 

 

① e-KAWASAKI より「建築関連情報等 WEB 閲覧システム 申請者 ID（メールアドレス）変更申請」ページに

アクセスし申請を行ってください。 

② 申 請 後 、 川 崎 市 側 で 手 続 き が 完 了 す る と 川 崎 市 建 築 関 連 情 報 等 Ｗ Ｅ Ｂ 閲 覧 シ ス テ ム

(info@kenchikujoho.city.kawasaki.jp)より変更後のメールアドレスに仮パスワードの通知メールが送

付されます。また、e-KAWASAKI からも完了の旨のメールが送信されます。 

※申請いただいた内容について、川崎市で審査を行います。審査には一定のお時間がかかりますので、余裕を

持って申請を行うようにしてください。 

※e-KAWASAKI による申請方法の詳細は川崎市 HP をご確認ください。 
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2.3 申請者情報のアカウント変更申請について 

当システムの利用登録後、申請者情報（氏名・カナ氏名・住所・電話番号）を変更する場合は、まずは e-KAWASAKI

の申請者情報（氏名・カナ氏名・住所・電話番号）を変更する必要があります。その後、「建築関連情報等 WEB 閲

覧システム 申請者情報変更申請」ページから行います。 

※当手順は e-KAWASAKI で申請者情報（氏名・カナ氏名・住所・電話番号）を変更済みの前提で手順を記載いたし

ます。 

 

 

① e-KAWASAKI より「建築関連情報等 WEB 閲覧システム 申請者情報変更申請」ページにアクセスし申請を行

ってください。 

② 申請後、川崎市側で手続きが完了すると e-KAWASAKI から完了の旨のメールが送信されます。 

※申請いただいた内容について、川崎市で審査を行います。審査には一定のお時間がかかりますので、余裕を

持って申請を行うようにしてください。 

※e-KAWASAKI による申請方法の詳細は川崎市 HP をご確認ください。 
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2.4 申請者 ID(メールアドレス)のアカウント削除申請について 

当システムの利用登録後、本システムから申請者 ID(メールアドレス)を削除する場合は、e-KAWASAKI の「建築

関連情報等 WEB 閲覧システム 申請者 ID（メールアドレス）削除申請」ページから行います。 

削除申請が処理された後は対象の申請者 ID(メールアドレス)で本システムは利用できなくなります。 

 

 

① e-KAWASAKI より「建築関連情報等 WEB 閲覧システム 申請者 ID（メールアドレス）削除申請」ページに

アクセスし申請を行ってください。 

② 申請後、川崎市側で手続きが完了すると e-KAWASAKI から完了の旨のメールが送信されます。 

 

※申請いただいた内容について、川崎市で審査を行います。審査には一定のお時間がかかりますので、余裕を

持って申請を行うようにしてください。 

※e-KAWASAKI による申請方法の詳細は川崎市 HP をご確認ください。 
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3章 システムの操作 

3.1 システムの利用を開始する（初回利用時） 

利用登録後に送付された初期パスワードを用いてログイン情報を初期化します 

 

① ポータルページの「利用開始」ボタンをクリックします。 



3.1 システムの利用を開始する（初回利用時） 
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② 利用規約を確認します。下までスクロールしすべての内容を確認してください。 

③ 利用規約を確認すると「同意する」ボタンが押せるようになります。 

「同意する」ボタンをクリックし次の画面に進みます。 
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④ システムを利用するにあたり、注意事項を確認します。全て確認、同意していただく必要があります。 

⑤ 全て確認、同意していただくと「同意する」ボタンが押せるようになります。 

「同意する」ボタンをクリックし次の画面に進みます。 



3.1 システムの利用を開始する（初回利用時） 
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⑥ 申請者 ID（メールアドレス）とメールに送付されているパスワードを入力していただくと「ログイン」

ボタンが押せるようになります。 

⑦ 「ログイン」ボタンをクリックし次の画面に進みます。 
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⑧ メールアドレスに送付されている二段階認証コードを認証コードに入力していただくと 

「認証」ボタンが押せるようになります。 

⑨ 「認証」ボタンをクリックし次の画面に進みます。 



3.1 システムの利用を開始する（初回利用時） 
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⑩ パスワード要件を満たす新しいパスワードを入力してください。 

新しいパスワードと新しいパスワード（確認）は一致させてください。 

どちらも入力すると「変更」ボタンが押せるようになります。 

⑪ 「変更」ボタンをクリックし次の画面に進みます。 
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3.2 システムの利用を開始する（初回以降） 

3.1 の操作①～⑪の操作を実施します。この時入力するパスワードは新規に設定したパスワードとなります。 

 

① 認証に成功すると閲覧目的を選択します。該当する閲覧目的を一つ以上選択してください。 

② 閲覧目的を選択後、「進む」ボタンをクリックします。 

 



3.2 システムの利用を開始する（初回以降） 
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③ 検索メニューが表示され、検索方法が表示されます。目的に合った検索方法を選択します。 

・建築計画概要書、開発登録簿を検索する場合は「住所から検索」を選択します。 

→住所から検索：目的の住所を検索し、表示された地図から目的の情報を選択します。 

 

・定期報告概要書を検索する場合は「キーワードから検索」を選択します。 

→キーワードから検索：検索用のキーワードを用いて目的の情報を取得します。 

 

 



3 章 システムの操作 
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3.3 住所から検索する(建築計画概要書・開発登録簿) 

 

① 検索メニューより、「住所から検索」ボタンをクリックします。 

 



3.3 住所から検索する(建築計画概要書・開発登録簿) 
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② 区名一覧が表示されます。検索したい区名のボタンをクリックします。 
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③ 町名一覧が表示されます。検索したい町名のボタンをクリックします。 

丁目がある場合、丁目を選択する画面が表示されます。 

丁目がない場合、番号を入力する画面が表示されます。 

④ 絞り込みたい場合は、赤枠の入力欄に対象の町名を入力し「絞り込み」ボタンをクリックしてください。 

⑤ 前の画面に戻りたい場合は、左上のリストから市名をクリックしてください。 

 



3.3 住所から検索する(建築計画概要書・開発登録簿) 
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⑥ 選択可能な丁目が表示されます。検索したい丁目のボタンをクリックします。 

⑦ 絞り込みたい場合は、赤枠の入力欄に対象の丁目を入力し「絞り込み」ボタンをクリックしてください。 

⑧ 丁目以降の絞り込みが不要な場合、付近の地図ボタンをクリックして地図画面へ進みます。 

以降の操作については「3.5 地図を操作する」を参照してください。 

⑨ 前の画面に戻りたい場合は、左上のリストから市名または区名をクリックしてください。 

 



3 章 システムの操作 
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⑩ 地図に表示させたい番と号を入力してください。番を入力すると号が入力可能になります。 

⑪ 「付近の地図を表示」ボタンをクリックして地図画面へ進みます。 

以降の操作については「3.5 地図を操作する」を参照してください。 

⑫ 番以降の絞り込みが不要な場合、何も入力せずに「付近の地図を表示」ボタンをクリックして 

地図画面へ進みます。 

号以降の絞り込みが不要な場合、番を入力した状態で「付近の地図を表示」ボタンをクリックして 

ください。 

⑬ 前の画面に戻りたい場合は、左上のリストから市名、区名または町名をクリックしてください。 



3.4 キーワードから検索する(定期報告概要書) 
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3.4 キーワードから検索する(定期報告概要書) 

 

① 検索メニューより、「キーワードから検索」ボタンをクリックします。 

 



3 章 システムの操作 

 

 
 

22 

 

 

② 左の条件を入力し、検索ボタンをクリックします。 

何も条件を入力せず検索ボタンをクリックすると条件なしで検索した結果が表示されます。 

③ 条件をクリアしたい場合は、クリアボタンをクリックし条件を再入力してください。 

 



3.4 キーワードから検索する(定期報告概要書) 
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④ 右側の検索結果から対象の行を選択し、右下の「PDF 閲覧」ボタンをクリックして 

確認画面に進んでください。 

⑤ PDF の閲覧には回数の制限があるため、残り閲覧回数を確認の上「OK」ボタンをクリックしてください。 

以降の操作については「3.6 概要書や開発登録簿を閲覧する」を参照してください。 

⑥ 検索結果下のページボタンをクリックすることで、ページを移動することができます。 

「次へ」ボタンで次ページ、「前へ」ボタンで前ページ、≫ボタンで検索結果の最終ページに移動 

します。 

※ 一度に表示できる件数を超えた場合、赤枠のように「一度に表示できる件数を超過しました。」と 

いうエラーメッセージが表示されるため、条件を絞って再検索してください。 
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3.5 地図を操作する 

初期表示として、住所検索で設定した付近の地図上に、建築計画概要書の登録データが赤い〇で表示されます。 

 

① ドラッグ移動で地図上を移動できます。 

② 左下に画面中央の住所と座標が表示されます。 

③ マウスホイールで地図の拡大縮小が行えます。 

※ノートパソコンのタッチパッドでは 2 本指のピンチ操作で地図の拡大縮小が行えます。タッチパッドに

2 本の指を置き、広げると「拡大」、狭めると「縮小」になります。 

④ 閲覧したいデータをクリックしてください。 

 



3.5 地図を操作する 
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⑤ 対象とその付近のデータが右下の選択対象一覧に表示されます。 

⑥ 対象の行の「…」ボタンをクリックすると、メニューが開かれます。 

選択対象へ移動：画面中央に対象のデータが表示されます。 

PDF 閲覧：現在の残り閲覧回数が表示された確認画面へ進みます。 

PDF 閲覧には回数の制限があるため、残りの回数を確認の上「OK」ボタンをクリックしてください。 

以降の操作については「3.6 概要書や開発登録簿を閲覧する」を参照してください。 
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⑦ 表示対象のボタンを切り替えることで、地図に表示する対象のデータを切り替えることができます。 

⑧ 検索条件を変更したい場合は、画面の左上にあるリストから条件を変更したいカテゴリをクリックし、 

再度検索してください。 

 



3.6 概要書や開発登録簿を閲覧する。e-KAWASAKI の台帳記載事項証明書の交付請求対象を登録する 
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3.6 概要書や開発登録簿を閲覧する。e-KAWASAKI の台帳記載事項証

明書の交付請求対象を登録する 

 

① 呼出し元の「PDF 閲覧」ボタンクリックで、PDF 閲覧画面が表示されます。 

② 複数ページある場合は、左下にある＞ボタンをクリックすると次のページを表示します。 

前のページに戻る場合は＜ボタンをクリックしてください。 

③ 拡大率は 20%から 200%の間で調整することができます。スライダーを左右に動かすか、 

直接値を入力してください。リセットボタンをクリックすると拡大率が 100%に戻ります。 

 



3 章 システムの操作 
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④ 右下のボタンから、目的に合わせて操作を行ってください。 

証明書取得（建築計画概要書のみ）： 

e-KAWASAKI で台帳記載事項証明書の交付請求を行う場合に利用します。当ボタンをクリックすると閲覧中

の PDF の受付番号を申請一覧に保持します。これの情報は後の操作で e-KAWASAKI の「台帳記載事項証明

書の交付請求（概要書等Ｗｅｂ閲覧システム経由）」ページの入力時にコピー元情報として利用すること

になります。この登録は一度に最大 5 件まで行うことができます。 

すでに 5 件登録されている場合については「4.7 申請情報が登録できない」を参照してください。 

以降の操作については「3.7 証明書取得申請を行う」を参照してください。 

 

PDF 印刷： 

印刷上の注意事項が表示された画面に進みます。内容を確認の上「OK」ボタンをクリックし、 

ブラウザの標準印刷メニューに従って印刷してください。 

⑤ 操作を終えたら、右下の閉じるボタンか右上の×ボタンをクリックして PDF プレビュー画面を閉じてくだ

さい。 

※ 再度同じ PDFを閲覧する場合も閲覧回数としてカウントされますのでご注意ください。 



3.7 台帳記載事項証明書のオンライン申請（e-KAWASAKI で「台帳記載事項証明書の交付請求（建築関連情報等 WEB 閲覧

システム経由）」を行う） 
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3.7 台帳記載事項証明書のオンライン申請（e-KAWASAKI で「台帳記

載事項証明書の交付請求（建築関連情報等 WEB 閲覧システム経由）」

を行う） 

 e-KAWASAKI の「台帳記載事項証明書の交付請求（建築関連情報等 WEB 閲覧システム経由）」ページより台帳記載

事項証明書の交付を申請することが可能です。当システムでは建築計画概要書のプレビュー画面で対象の受付番

号を一覧に保持することができるので、その受付番号をコピーし e-KAWASAKI の「台帳記載事項証明書の交付請求

（建築関連情報等 WEB 閲覧システム経由）」ページ」の交付対象の受付番号欄に値を貼り付けることが可能です。 

 

 

 

① 上部のメニューより、申請一覧ボタンをクリックしてください。 

 



3 章 システムの操作 
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② 申請一覧画面が表示されます。上部に利用説明、下部に申請一覧が表示されます。 

※対象の行ごとに操作は以下のとおりとなります。 

コピー：申請に必要な受付番号をクリップボードにコピーします。 

PDF 閲覧：申請を行った概要書を閲覧できます。閲覧回数を使わずに再度 PDF の確認が行えます。 

削除：対象の行の申請情報を申請一覧から削除します。 

一括削除：申請一覧に追加されている申請情報をすべて削除します。 

   ※当画面の申請一覧の削除操作は「台帳記載事項証明書の交付請求（建築関連情報等 WEB 閲覧システム経由）」 

ページの申請内容に影響はありません(本システムの情報と e-KAWASAKI の申請内容は独立しています)。 

※申請一覧の情報はシステムからログアウトすると削除されます。 

※申請一覧の情報は１日で削除されます。 

 

 

 

③ 右下の「e-KAWASAKI」をクリックし、e-KAWASAKI の「台帳記載事項証明書の交付請求（建築関連情報等

WEB 閲覧システム経由）」を表示します。 



3.7 台帳記載事項証明書のオンライン申請（e-KAWASAKI で「台帳記載事項証明書の交付請求（建築関連情報等 WEB 閲覧

システム経由）」を行う） 
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④ e-KAWASAKI の「台帳記載事項証明書の交付請求（建築関連情報等 WEB 閲覧システム経由）」ページが表示

されるので「次へ進む」をクリックします。 

 

 

 

⑤ その後、受付番号を入力する欄が５つ用意されている当ページが表示されるまで操作を進めてください。 

※e-KAWASAKI による申請方法の詳細は川崎市 HP をご確認ください。 

 



3 章 システムの操作 
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⑥ その後、本システムの画面を表示し、交付申請を行いたい行の「コピー」をクリックすると対象行の受付

番号がクリップボードにコピーされ、貼り付け操作でコピー可能な状態となります。 

 

 

 

 

 



3.7 台帳記載事項証明書のオンライン申請（e-KAWASAKI で「台帳記載事項証明書の交付請求（建築関連情報等 WEB 閲覧

システム経由）」を行う） 
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⑦ その後、e-KAWASAKI の「台帳記載事項証明書の交付請求（建築関連情報等 WEB 閲覧システム経由）」画

面に戻り、受付番号欄にコピーした受付番号の貼り付け操作を行います。貼り付けはキーボードの[Ctrl]

キー＋[V]キーを同時に押すか、対象の受付番号欄で右クリックしてメニューより貼り付けを選択しま

す。 

※この操作を申請対象の受付番号分、繰り返します（申請可能な受付番号は最大 5 つまでとります。） 

 

 

 

 

キーボードの[Ctrl]キー＋[V]キーを同時に

押してコピーした受付番号を貼り付けしま

す。 

 

対象の受付番号欄で右クリックしてメニューよ

り貼り付けを選択します。 

または 

対象の受付番号に値がコピーされます。 



3 章 システムの操作 
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⑧ 全ての受付番号のコピーが完了したら申請内容を確認し、「次に進む」をクリックし、申請操作を完了

させてください。 

⑨ その後、e-KAWASAKI より手続き状況についてメールが送信されます。 

※申請いただいた内容について、川崎市で審査を行います。審査には一定のお時間がかかりますので、余裕を

持って申請を行うようにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7 台帳記載事項証明書のオンライン申請（e-KAWASAKI で「台帳記載事項証明書の交付請求（建築関連情報等 WEB 閲覧

システム経由）」を行う） 
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⑩ 「台帳記載事項証明書の交付請求（建築関連情報等 WEB 閲覧システム経由）」ページの申請完了後は、

本システムの申請一覧画面より「一括削除」ボタンをクリックし、確認画面で「すべて削除」を選択す

ることで申請一覧の内容をクリアできます。(また最大 5件の受付番号情報が保管できるようになります) 

また、当画面での「一括削除」操作は本システムの申請一覧画面で保管した受付番号情報の削除のみで

あり、「台帳記載事項証明書の交付請求（建築関連情報等 WEB 閲覧システム経由）」ページの申請内容

への影響はありません(本システムの情報と e-KAWASAKI の申請内容は独立しています)。 

 

 

 



3 章 システムの操作 
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3.8 検索メニューに戻る 

 

① 上部のメニューより、左上のシステム名または「検索メニュー」ボタンをクリックしてください。 

 



3.9 アカウント・閲覧情報の確認 
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3.9 アカウント・閲覧情報の確認 

 

① 上部のメニューより、「アカウント・閲覧情報」ボタンをクリックしてください。 

② 各種メニューが開き、現在の閲覧回数の状況を確認できます。 

建築計画概要書：50 回/日 

開発登録簿：50 回/日 

定期報告概要書：50 回/日 

※各閲覧回数は１日毎にリセットされます。 

③ 自身の登録情報を確認するには、「アカウント情報」をクリックしてください。 

 



3 章 システムの操作 
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④ アカウント・閲覧情報画面が表示されます。 

上部にログイン中のメールアドレス、下部に各概要書の残り閲覧回数が表示されますので 

目的に合わせて操作を行ってください。 

パスワード変更：ログイン中のアカウントのパスワードを変更することができます。 

以降の操作については「4.4 パスワードを変更したい」を参照してください。 

⑤ 操作を終えたら、右下の「閉じる」ボタンか右上の×ボタンをクリックしてアカウント・閲覧情報画面を 

閉じてください。 

 



3.10 システムの利用を終了する 
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3.10 システムの利用を終了する 

 

① 上部のメニューより、アカウント・閲覧情報ボタンをクリックしてください。 

② 「ログアウト」をクリックし、確認画面へ進みます。 

 



3 章 システムの操作 
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③ 「利用者アンケート」をクリックして、アンケートにお答えください。 

④ 確認画面で「OK」ボタンをクリックし、システムの利用を終了してください。 

 



4.1 初期登録パスワードを忘れた/期限が切れた 
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4章 こんなときはどうする 

4.1 初期登録パスワードを忘れた/期限が切れた 

 

 

① ログイン画面の「パスワードを忘れた場合はこちら」ボタンをクリックします。 

 



4 章 こんなときはどうする 
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② メールアドレス、メールアドレス(確認)を入力します。 

③ メールアドレスを入力すると「送信」ボタンが押せるようになります。 

「送信」ボタンをクリックすると入力したメールアドレスに新しいパスワードが届きます。 

④ 新しいパスワードを使い、ログインを行ってください。 

以降の操作については「3.1 システムの利用を開始する（初回利用時）」を参照してください。 

 



4.2 認証コードを間違えて入力した/認証コードの有効期限切れ 

 

 
 

43 

4.2 認証コードを間違えて入力した/認証コードの有効期限切れ 

 

 

① 「認証コード再送」ボタンをクリックしてください。自動で二段階認証画面が開きます。 

② 申請者 ID(メールアドレス)に入力したメールアドレスに認証コードが再送されます。 

③ 二段階認証画面で再送された認証コードを入力し、「認証」ボタンをクリックしてください。 

 



4 章 こんなときはどうする 
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4.3 パスワードを忘れてしまった 

 

 

① パスワードを忘れてしまった場合については、「4.1 初期登録パスワードを忘れた/期限が切れた」を参

照ください。 



4.4 パスワードを変更したい 
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4.4 パスワードを変更したい 

 

 

① ログイン後、上部メニューより「アカウント・閲覧回数」ボタンをクリックします。 

② 「アカウント情報」をクリックします。 

 



4 章 こんなときはどうする 
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③ 「パスワード変更」ボタンをクリックします。 

 



4.4 パスワードを変更したい 
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④ 現在のパスワード、新しいパスワードを入力します。 

⑤ パスワードを入力すると「変更」ボタンが押せるようになります。「変更」ボタンをクリックするとパ

スワードが変更されます。 



4 章 こんなときはどうする 
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4.5 概要書や開発登録簿が閲覧できない 

 

① 該当のファイルがない為、閲覧・申請は行えません。 



4.6 申請情報が登録できない 
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4.6 申請情報が登録できない 

 

① 本メッセージが表示された場合、申請一覧に既に最大数登録されています。 

② 上部メニューより、「申請一覧」ボタンをクリックし、証明書の取得が済んだものから削除 

または一括削除を行ってください。 



4 章 こんなときはどうする 
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4.7 閲覧制限を超えてしまった 

 

① 本メッセージが表示された場合、概要書等の一日の閲覧制限に達したことになります 

翌日以降に再度閲覧を行ってください。 

② 現在の残回数は「3.9 アカウント・閲覧情報の確認」から確認できます。 

 



4.8 詳しい操作方法を知りたい 
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4.8 詳しい操作方法を知りたい 

 

① 操作ガイドの？をクリックしてください。 

 


